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 号  外  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県行政組織規則の一部を改正する規則                  １ 

 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成30年６月29日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第37号 

   富山県行政組織規則の一部を改正する規則 

 富山県行政組織規則（平成６年富山県規則第14号）の一部を次のように改正する。 

 第 156条第４号中「生活介護」を「療養介護、生活介護」に改め、同号を同条第 

５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１ 

号を加える。 

 ⑵ 訪問看護及び訪問リハビリテーションに関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年７月１日から施行する。 

                              （人 事 課）  
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